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　既に中学校教諭1種（1級普通）免許状・高等学校教諭1種（2級
普通）免許状を取得している者又は所要資格を有している者、上級
免許状への切り替えを希望する者で、本大学院の博士前期課程に
おいて、基礎資格を得るとともに、教育職員免許法及び同法施行規

則に定める所要の単位を修得した者は、次の中学校教諭専修免許
状又は高等学校教諭専修免許状授与の所要資格を得ることができ
ます。　

［教育職員免許状の取得］

［学生支援］
●ティーチング・アシスタント（T・A）制度について
　本大学院は、大学院生の“経済的支援（奨学）”及び“将来教員・研
究者になるためのトレーニング機会の提供”を目的として「ティーチ
ング・アシスタント（T・A）」制度を設けています。
　T・Aは、授業担当教員の指示に従い、授業等の補助を行うことを
職務とし、次の業務を行います。

◎博士前期課程・修士課程又は学部の実験・実習、コンピュータ演習（実習）
◎博士前期課程・修士課程又は学部の授業に関わる教育的補助業務

◎博士前期課程・修士課程（２年生のみ）又は学部の実験・実習、コンピュータ演習（実習）
◎博士前期課程・修士課程（２年生のみ）又は学部の授業に関わる教育的補助業務

【博士後期課程の学生】

【博士前期課程・修士課程の学生】

●長期履修制度
◎長期履修制度とは
本学大学院では、職業を有する方や、育児や介護などで研究
時間の制約を受ける方などを対象に、入学時の環境に応じて在
学年限の範囲内（博士前期課程・修士課程４年、博士後期課程
６年）で指導教員と相談のうえ、１年単位で長期履修期間を定
め、計画的に教育課程を履修し修了することが可能となる制度
を実施しています。また、長期履修期間の変更も１回のみ可能
です。

◎いつ申請するのか
新年度の授業開始１ヶ月前までに申請書に記入して申請して
ください。長期履修の適否が決まり次第通知します。

◎学納金はどうなるのか
学納金は標準修業年限（博士前期課程・修士課程２年、博士
後期課程３年）分に相当する学生納付金を、長期履修期間に応
じて分割納付することとなります。
長期履修を希望する方は、学務部大学院課にお問い合わせく
ださい。（022－354－8202）

●各種補助制度
◎研究科・専攻活動補助……各研究科・専攻単位での活動への補助（スポーツ
大会など）
◎機関誌発行補助……会報、ゼミナールなどの発行補助

◎ゼミナール合宿補助……ゼミナールなどの合宿研修補助
◎学会参加補助……国内外で開催される学会への参加（発表・出席）補助
◎調査・研究、資料収集活動補助……専攻分野の調査・研究、資料収集活動の
ための補助

●特別聴講学生制度
　この制度は、各大学間の学術的提携、交流を促進するために設け
られ、大学院学生が研究上の必要から自己の属する大学院以外の
大学院授業の履修を希望するとき、大学院間の協定により所属大
学院より相手大学院に委託される制度です。現在、本大学院で上記
制度を実施している研究科、専攻、相手校は次のとおりです。

◎文学研究科　英語英文学専攻………青山学院大学、法政大学、上智大学、
明治大学、明治学院大学、日本女子大学、東京女子大学、立教大学、聖心女
子大学、東洋大学、津田塾大学
◎法学研究科　法律学専攻………北海学園大学特別聴講学生として修得し
た単位は、10単位を越えない範囲で修了の単位とすることができます。

［奨学金制度］

全学年の学部学生及び大学院学生で学業成績、人物ともに優良であり、経済困窮度が高く、修学困難な学生が対象です。半期
150,000円、年間最大300,000円が給付されます。
給付期間は採用された学期となり、前期と後期のどちらも申請し受給することができます。次学期も給付希望する場合は、新たに
申請が必要です。

1. 日本学生支援機構貸与奨学金

2. 東北学院大学給付奨学金

優秀で経済的理由のため修学困難な大学院学生に対し、学業
成績、家庭の経済状況（修学困難な程度）・人物等について審査・
選考を行い、学長の推薦をもとに日本学生支援機構が採用を決
定します。予約採用（入学前に申請）と定期採用（入学後に申請）
があります。 　「第一種奨学金」の貸与を受けても、なおその修学を維持することが困難な場合は、

　併せて「第二種奨学金」の貸与を希望（出願）することができます。
※「第二種奨学金」は、卒業後年利3％を上限として利子が付きます（在学中は無利子）。

種　　　別 貸　与　月　額
50,000円または88,000円

80,000円または122,000円

博士前期課程
博士後期課程

50,000円・80,000円・100,000円・130,000円
・150,000円の中から希望月額を選択する。

博士前期課程
博士後期課程

第一種
奨学金

第二種
奨学金

3. 東北学院大学緊急給付奨学金
在学中に家計支持者の死亡（自然災害事由の死亡を除く）、疾病、失業（定年退職を除く）等により家計状況が急変し修学困難な学生が
対象です。
給付額は当該学期授業料相当額です。家計が急変した事由が発生したときから、１年以内である場合に申請可能です。
在学中１回のみの給付となります。

自然災害が発生した日の属する年度内に申請可能です。り災証明書等に基づく被災状況に応じた額が給付されます。
4. 東北学院大学自然災害被災学生緊急給付奨学金

〔 〕

本学で募集推薦するものと各団体に直接申し込むものとがあります。
申込希望者は、大学ホームページまたは学内掲示板を確認し学生課厚生係もしくは各団体に直接問い合わせてください。

5. 地方公共団体奨学金・民間育英団体奨学金

長期履修制度の学納金（文学・経済学・経営学・法学研究科の場合）� 単位：円

区分 各年度の学納金納付額 修了までの学納金総額
一般学生
（標準修業年限２年）

１年目
（847,000）

２年目
（847,000） 1,694,000

長期履修学生
（履修期間を３年とした場合）

１年目
（566,000）

２年目
（564,000）

３年目
（564,000） 1,694,000

※別途、入学金（初年度のみ）、諸会費の納入が必要となります。
　詳しくは2024年度「大学院学生募集要項」をご参照ください。
　本学学生納付金は、スライド制を導入しているため、在学期間中（翌年度以降）に改定されることがあります。
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